
第 5 期亀山市まちづくり基本条例推進委員会  今後の進め方（案）について 

 

（基本的な考え方） 

 第 5 期亀山市まちづくり基本条例推進委員会では、平成 30 年度、平成 31 年度の 2 ヵ年をかけて、条例の具体化に向けて必要な

テーマの検討を行い、亀山市まちづくり基本条例推進計画（計画期間：H32～H33）に盛り込むべき事項を集約する。 

執行機関（市）において、委員会からの調査検討結果を土台として、亀山市まちづくり基本条例推進計画（計画期間：H32～H33）

を策定する。 

  

（具体的なスケジュール） 

 

 

第1回推進委員会

•推進委員会の役割共有

•今後の進め方について

第2回推進委員会

•検討テーマの絞り込み

•条例ＰＲｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑについて

第3回推進委員会

•テーマに関する具体
的な事業の説明

•推進計画に反映すべ
き事項の確認

第4～6回推進委員会

•前回の事業説明に関する議論

•テーマに関する具体的な事業の説
明

•・条例PRｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑについて検討

H31年度
最終回推
進委員会

•調査検討
結果の確
認・報告

 
来年度は事業説明と
議論を 3 回程度繰り
返して行う。 

平成 30 年度 平成 31 年度 

 
検討報告を受け 

市で推進計画策

条例ＰＲｼﾝﾎﾟジウム
の開催 

資料３ 


